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日
4
月
24
日（
土
）午
前
９
時
〜
午
後
3
時

所
こ
ど
も
健
康
課

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
こ
と
な
ど
情
報
を
交

換
し
ま
せ
ん
か
。
対
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
が

あ
る
お
子
さ
ん
の
保
護
者　
期
①
4
月
13

日（
火
） 

②
5
月
11
日（
火
） 

時
午
前
10

時
〜
11
時
30
分　
所
中
央
公
民
館　
費

無
料　
申
①
4
月
12
日（
月
）②
5
月
10

日（
月
）ま
で
に
電
話
で
。

大
人
の
食
事
を

利
用
し
た
離
乳

食
の
作
り
方
を

学
び
ま
す
。

対
生
後
4
〜
9

カ
月
未
満
の
お

子
さ
ん
の
保
護

者　
日
4
月
20

日（
火
）午
後
1

時
〜
３
時　
所
東
部
地
区
に
こ
に
こ
セ
ン

タ
ー　
定
10
人　
費
無
料　
持
母
子
健
康

手
帳
、エ
プ
ロ
ン
、三
角
巾　
申
4
月
13
日

（
火
）ま
で
に
電
話
で
。

ま
も
な
く
赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
る
か
た
の

た
め
の
講
座
で
す
。
対
第
1
子
妊
娠
中

（
34
週
未
満
）の
か
た
と
パ
ー
ト
ナ
ー　
日

4
月
24
日（
土
）午
前
９
時
45
分
〜
11
時

30
分　
所
中
央
公
民
館　
内
栄
養
指
導
、

妊
婦
体
験
、
赤
ち
ゃ
ん
の
育
て
方　
定
20

組　
費
無
料　
持
母
子
健
康
手
帳
、
筆
記

用
具　
申
4
月
14
日（
水
）ま
で
に
電
話

で
。

乳
幼
児
期
の
虫
歯
予
防
な
ど
を
学
び
ま

す
。
い
ず
れ
も
、 

費
無
料　
持
母
子
健
康

手
帳
、バ
ス
タ
オ
ル

♦
職
員
会
館（
桜
町
）　
対
歯
の
生
え
始
め

〜
1
歳
6
カ
月
未
満
の
お
子
さ
ん
と
保
護

者
　
日
4
月
22
日（
木
）午
前
10
時
〜
11
時

30
分　
定
10
組　
申
4
月
19
日（
月
）ま
で

に
電
話
で
。 

問
口
腔
保
健
支
援
セ
ン
タ
ー

（
☎
８
２
9・1
4
3
6
）

♦
東
部
地
区
に
こ
に
こ
セ
ン
タ
ー
　
対
乳

幼
児
と
保
護
者
　
日
5
月
11
日（
火
）午
前

10
時
〜
11
時
30
分　
定
20
組　
申
5
月

10
日（
月
）ま
で
に
電
話
で
。 
問
地
域
福
祉

課（
東
）（
☎
8
1
3・9
0
0
1
）

就
学
前
の
お
子
さ
ん
と
保
護
者
が
一
緒
に

遊
ん
だ
り
、
子
育
て
中
の
保
護
者
同
士
が

交
流
し
た
り
で
き
る
場
と
し
て
、
市
内
の

公
民
館
や
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
な
ど
で「
お

遊
び
教
室
」を
開
催
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

市
民
会
館
で
は
、
毎
月
１
回
、
日
曜
日
に

「
パ
パ
d
a
y
」を
実
施
。夫
婦
で
の
参
加

も
で
き
ま
す
。
対
0

歳
〜
就
学
前
の
お
子

さ
ん
と
保
護
者　
時

午
前
10
時
〜
11
時
30

分　
費
無
料　
他
日

程
表
を
子
育
て
支
援

課
や
地
域
セ
ン
タ
ー

、
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
配
布
。

子
育
て
応
援
情
報
サ
イ
ト「
イ
ー
カ
オ
」

で
も
確
認
で
き
ま
す
。

お
子
さ
ん
へ
の
関
わ
り
方
で
悩
む
保
護
者

の
相
談
に
、専
門
の
医
師
な
ど
が
応
じ
ま

す
。（
リ
モ
ー
ト
相
談
可
） 

内
・
日
小
児
科

相
談
…
4
月
21
日（
水
）午
後
２
時
〜
５
時

／
精
神
保
健
相
談
…
5
月
13
日（
木
）午
後

２
時
〜
4
時　
所
子
育
て
支
援
課　
費
無

料　
申
事
前
に
電
話
で
。

 

母
子
健
康
手
帳
の
休
日
交
付
窓
口

こ
ど
も
健
康
課
☎
８
２
９・１
２
５
５

 

親
子
の
心
の
相
談

子
育
て
支
援
課
☎
８
２
９・１
２
７
０

 
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
座
談
会

あ
じ
さ
い
コ
ー
ル
☎
８
２
２・８
８
８
８

 

離
乳
食
教
室

地
域
福
祉
課（
東
）☎
8
1
3・9
0
0
1

 

両
親
学
級

あ
じ
さ
い
コ
ー
ル
☎
８
２
２・８
８
８
８

 

お
遊
び
教
室
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

子
育
て
支
援
課
☎
８
２
９・１
２
７
０

 

む
し
歯
予
防
教
室各

問
い
合
わ
せ
先

こども健康課（☎829-1255）

特別定額給付金の対象とならなかった子どもを対象に、「子育て応援特別給
付金」を一人につき10万円給付します。まだ受給していないかたは、早めの申
請をお願いします。
■対象者
　令和2年4月28日～令和3年4月1日に出生し、申請日に長崎市の住民基本
台帳に登録されている子ども
■手続き
　申請書に必要事項を記載し、必要書類を添えて、返信用封筒で提出。
※申請書は、昨年10月末までに生まれたかたは11月上旬に、11月以降に生
まれたかたは、出生登録後、順次送付しています。申請書を紛失されたかたは
お問い合わせください。
■その他
　詳しくは、子育て応援情報サイ
ト「イーカオ」をご覧ください。

「イーカオ」は
こちらから！

子育て応援特別給付金子育て応援特別給付金

※講座やイベントなどへ参加の際は、事前に体温測定を行い、風邪
などの症状がないことの確認と、マスクの着用をお願いします。

申請は5月31日申請は5月31日
（月）まで（月）まで！！


